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資料１ プラン策定の経緯 

 

1 さっぽろ建設産業活性化プラン策定の進め方 

本プランの策定にあたっては、札幌市の建設産業の現状や課題を踏まえつつ、国や北海道

による施策も反映する形で検討を進める必要があったことから、各段階において建設関連団

体や学識者等の意見反映を図りながら進めました。 

 

 

 

  

2018年度 2019年度

建設産業の担い手確保等の
取組に関する意見交換会

（仮称）札幌建設産業活性化プラン
検討委員会・検討部会

第1回
11月

第2回
12月

第3回
3月

○
担
い
手
不
足
等
の
取
組
課
題

○
ア
ン
ケ
ー
ト
集
計
結
果
（
速
報
版
）

○
担
い
手
確
保
等
の
取
組
及
び
プ
ラ
ン
策
定
の
必
要
性

○
担
い
手
確
保
の
支
援
策
に
関
す
る
提
案

○
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
報
告
、
意
見
・
要
望
の
説
明

○
今
年
度
の
意
見
交
換
会
の
進
め
方
及
び
プ
ラ
ン
の
概
要

○
プ
ラ
ン
策
定
に
向
け
た
来
年
度
の
進
め
方

○
こ
れ
ま
で
の
意
見
交
換
の
結
果
集
約
及
び
検
討
の
方
向
性

第1回
委員会

6月

第2回
委員会

9月

第3回
委員会
11月

○
プ
ラ
ン
の
基
本
理
念
、
基
本
方
針
及
び
目
標

○
札
幌
市
の
建
設
産
業
の
現
状
と
課
題

○
札
幌
市
に
お
け
る
建
設
産
業
の
役
割

○
プ
ラ
ン
の
施
策
項
目

○
プ
ラ
ン
の
基
本
理
念
、
基
本
方
針
及
び
目
標

○
プ
ラ
ン
案

○
プ
ラ
ン
の
施
策
項
目

第4回
委員会
12月

○
計
画
の
名
称
に
つ
い
て

○(

仮
称)

札
幌
市
建
設
産
業
活
性
化
プ
ラ
ン(

案)

に
つ
い
て

第1回
部会
8月

第3回
部会
10月

2018年度 担い手確保等の
取組に関するアンケート調査

2019年度 担い手確保等の
取組に関するアンケート調査

さ
っ
ぽ
ろ
建
設
産
業
活
性
化
プ
ラ
ン(

案)

の
公
表

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施

さ
っ
ぽ
ろ
建
設
産
業
活
性
化
プ
ラ
ン
の
策
定
・
公
表

（
庁
内
調
整
）

建設関連各企業の担い手確保な
どの取組に対する意識や課題等
の把握を目的に、アンケート調
査を実施しました。

建設関連各企業の担い手確保な
どの取組に対する意識や課題等
の把握を目的に、2018年度ア
ンケート未実施分野の企業を対
象にアンケート調査を実施しま
した。

札
幌
市
議
会
建
設
委
員
会
へ
の
報
告
・
審
議

3月

2020
年度

3月 3月 5月
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資料 2 意見交換会及び検討委員会・検討部会 

 

さっぽろ建設産業活性化プランの策定にあたっては、建設関連団体等から建設産業の現状

について意見聴取を行うため、2018 年度に、「建設産業の担い手確保等に関する意見交換会」

をのべ 4 回開催しました。また、建設産業の活性化に資する施策について広く有識者等から

意見聴取を行うため、2019 年度に、「（仮称）札幌建設産業活性化プラン検討委員会」を 4 回、

同検討部会を 2 回開催しました。 

 

1 2018 年度 建設産業の担い手確保等の取組に関する意見交換会 

 

＜表 建設産業の担い手確保等の取組に関する意見交換会の参加機関＞ 

 団体名 第 1 回 
第 2 回 

(建設企業) 

第 2 回 

(コンサル) 
第 3 回 

建設企業 

団体 

（一社）札幌建設業協会 〇 〇  〇 

札幌市土木事業協会 〇 〇  〇 

札幌中小建設業協会 〇 〇  〇 

札幌市除雪事業協会 〇 〇  〇 

（一社）北海道舗装事業協会 〇 〇  〇 

札舗会 〇 〇  〇 

建設関連 

企業団体 

建設コンサルタンツ協会北海道支部 〇  〇 〇 

札幌市設計同友会 〇  〇 〇 

札幌市測友会※1    〇 

札幌市 札幌市建設局 〇 〇 〇 〇 

札幌市建設局土木部 〇 〇 〇 〇 

札幌市財政局管財部 〇 〇 〇 〇 

学識者 北海道大学公共政策大学院 高野院長※2 〇 〇 〇 〇 

※1 札幌市測友会は第 3 回からの参加。 

※2 北海道大学 高野院長は、意見交換のコーディネーターをご担当。 
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＜表 建設産業の担い手確保等の取組に関する意見交換会の開催概要＞ 

 開催日時 会場 議事 

第 1 回 2018.11.22(木) 

09:30～11:50 

札幌市役所12階 

3～4 号会議室 

(1)担い手確保等の取組及びプラン策定

の必要性 

(2)アンケート集計結果（速報版） 

(3)担い手不足等の取組課題（各業界団

体からのご説明） 

(4)意見交換 

第 2 回 

(建設企業) 

2018.12.19(水) 

9:30～11:45 

わくわくホリデ

ーホール（札幌

市民ホール） 

2 階 第 1 会議室 

(1)第 1 回意見交換会の報告 

(2)今年度の意見交換会の進め方及びプ

ランの概要 

(3)意見交換 1 

(4)アンケート結果の報告、意見・要望の

説明 

(5)担い手確保の支援策に関する提案 

(6)意見交換 2 

(7)参考情報及び事務局からの提案 

第 2 回 

(建設コンサルタント) 

2018.12.20(木) 

9:30～11:45 

道特会館 

6 階会議室 

同上 

第 3 回 2019.3.20(金) 

13:30～15:00 

北海道経済セン

ター 8 階 

B ホール 1 号室 

(1)報告事項（意見交換会の開催内容、意

見・要望、勉強会）  

(2)これまでの意見交換の結果集約及び

検討の方向性 

(3)プラン策定に向けた来年度の進め方 

(4)意見交換 

※第 1，3 回は建設企業・建設コンサルタント合同での開始、第 2 回は別々での開催。 
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2 2019 年度 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討委員会 

 

＜表 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討委員会委員構成＞ 

 対象者 備考 

有識者 北海道大学公共政策学連携研究部 教授 高野 伸栄  

北海商科大学商学部 教授 堤 悦子  

北海道科学大学未来デザイン学部 教授 碇山 恵子  

（一社）中小企業診断協会北海道 会長 平野 陽子  

建設企業 

団体 

（一社）札幌建設業協会札幌部会 副部会長 砂田 英俊  

札幌中小建設業協会 会長 花井 俊文  

（一社）札幌電設業協会 会長 萩本 哲夫  

札幌市設計同友会 会長理事 竹田 俊明  

建設業 

従事者 

建設どさん娘の会 松本 彩子  

建設どさん娘の会 稲垣 沙也加 第 1,2 回 

建設どさん娘の会 本庄 千明 第 3,4 回 

行政機関 北海道開発局事業振興部技術管理課 課長 山越 明博 第１回 

北海道開発局事業振興部技術管理課 課長 柿沼 孝治 第２～４回 

北海道建設部建設政策局建設管理課 建設業担当課長 宮野 裕一  

経済団体 札幌商工会議所産業部 部長 片岡 直之  

※札幌市出席：財政局、建設局（事務局）、都市局 
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＜表 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討委員会の開催概要＞ 

 開催日時 会場 議事 

第 1 回 2019.6.26(水) 

15:00～17:00 

札幌市役所 12 階 

4～5 号会議室 

「(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

の取組について」 

・札幌市における建設産業の役割 

・札幌市の建設産業の現状と課題 

・プランの基本理念、基本方針及び目標 

第 2 回 2019.9.9(月) 

14:00～16:00 

札幌市役所 12 階 

1～3 号会議室 

「(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

の取組について」 

・プランの基本理念、基本方針及び目標 

・プランの施策項目 

第 3 回 2019.11.20(水) 

10:00～11:50 

カナモトホール(札

幌市民ホール) 

2 階 第 1 会議室 

「(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

の取組について」 

・プランの施策項目 

・プラン案 

第 4 回 2019.12.12(木) 

14:00～15:45 

北海道経済センター 

8 階 

B ホール 1 号室 

・(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

(案)について 

・計画の名称について 
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3 2019 年度 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討部会 

 

＜表 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討部会委員構成＞ 

 対象者 

有識者 北海道大学公共政策学連携研究部 教授 高野 伸栄 

建設業界 

団体 

(19 団体) 

（一社）札幌建設業協会札幌部会 副部会長 砂田 英俊 

札幌市土木事業協会 会長 富樫 誠 

札幌中小建設業協会 会長 花井 俊文 

（一社）北海道舗装事業協会 会長 渡辺 一郎 

札舗会 会長 大村 芳弘 

札幌市除雪事業協会  副会長 林 義雄（第１回） 

 会長 宮浦 征宏（第２回） 

札幌塗装工業協同組合 専務理事 谷田 久二男 

（一社）北海道造園緑化建設業協会札幌支部 支部長 嘉屋 幸浩 

（一社）札幌電設業協会 会長 萩本 哲夫 

（一社）札幌空調衛生工事業協会 常任理事 渡部 正博 

札幌市管工事業協同組合 副理事長 山中 純一郎 

札幌管和会 会長 松苗 富夫 

札幌環境維持管理協会 管渠部会長 山谷 義治 

札幌建具工業協同組合 理事 白崎 司 

（一社）建設コンサルタンツ協会北海道支部 支部長 佐藤 謙二 

札幌市設計同友会 会長理事 竹田 俊明 

札幌市測友会 会長 矢橋 潤一郎 

（一社）北海道設備設計事務所協会 副会長 木村 清美 

（一社）北海道建築士事務所協会札幌支部 支部長 柳舘 直人 

※札幌市出席：財政局、建設局（事務局）、下水道河川局、都市局、水道局 
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＜表 (仮称)札幌市建設産業活性化プラン検討委員会の開催概要＞ 

 開催日時 会場 議事 

第 1 回 2019.8.8(木) 

14:00～16:00 

札幌市役所 12 階 

1～3 号会議室 

「(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

の取組について」 

・札幌市における建設産業の役割 

・札幌市の建設産業の現状と課題 

・プランの基本理念、基本方針及び目標 

・プランの施策項目 

第 2 回 2019.10.29(火) 

10:00～12:00 

ホテルモントレエ

ー デ ル ホ フ 札 幌 

12 階 

ベルクホール 

「(仮称)札幌市建設産業活性化プラン

の取組について」 

・プランの施策項目 

・プラン案 
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資料 3 担い手確保等の取組に関するアンケート調査 

 

1 アンケート調査の概要 

札幌市内の建設産業の業界団体公共工事及び業務入札登録企業を対象に、働き方改革・

担い手確保等への取組状況や各種助成制度の活用状況、入札契約制度や雇用状況等に関す

るアンケート調査を実施しました。 

 

・調 査 目 的：本プランの策定に向けた、建設産業の各企業の担い手確保などの取組に対

する意識や課題等の把握 

・調 査 対 象：以下の建設産業の業界団体に所属する企業 

【建 設 企 業】（一社）札幌建設業協会、札幌中小建設業協会、札幌市土木事業協会、

札幌市除雪事業協会、（一社）北海道舗装事業協会、札舗会、札幌塗装

工業協同組合、（一社）北海道造園緑化建設業協会、（一社）札幌電設業

協会、札幌弱電設備業協同組合、（一社）札幌空調衛生工事業協会、札

幌市管工事業協同組合、札幌管和会、札幌環境維持管理協会、札幌建具

工業協同組合 

【建設関連企業】（一社）建設コンサルタンツ協会北海道支部、札幌市設計同友会、札幌

市測友会、（一社）北海道設備設計事務所協会、（一社）北海道建築士事

務所協会、（一社）ランドスケープコンサルタンツ協会北海道支部 

・実 施 期 間：2018 年 11 月 1 日～11 月 14 日（8 団体） 

2019 年 5 月 31 日～6 月 14 日（13 団体） 

・対象企業数：建設企業 794 社、建設関連企業 262 社 

・回 収 数：建設企業 321 社、建設関連企業 107 社（回収率 41％） 
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建設企業用 建設関連企業用 

１ 基本事項 １ 基本事項 

２ 働き方改革・担い手確保等への取組 

人材確保の状況／週休２日の取組／入職

者の確保に向けた取組／就業環境の整

備・改善／i-Construction の取組／建設

現場での生産性向上の取組／働き方改革

や担い手確保等の取組を推進する方策 

２ 働き方改革・担い手確保等への取組 

人材確保の状況／入職者の確保に向けた

取組／就業環境の整備・改善／就業環境

の改善及び業務成果の品質向上に向けた

受発注者間の具体的な取組／ 

i-Construction の取組 

３ 助成制度の活用状況 

女性用トイレ及び更衣室の設置への助成

／女性作業服等の装備品の購入に対する

助成／企業のインターンシップ受入れに

対する助成／大型特殊免許取得に係る費

用の助成／サッポロＱＭＳの認証取得費

用の助成／その他の助成制度の活用状況 

３ 助成制度の活用状況 

女性作業服等の装備品の購入に対する助

成／企業のインターンシップ受入れに対

する助成／その他の助成制度の活用状況 

４ その他 

入札契約制度／雇用状況等／事業を続け

ていくにあたっての課題／全般に関する

ご意見 

４ その他 

雇用状況等／事業を続けていくにあたっ

ての課題／全般に関するご意見 

※下線部は、建設企業用または建設関連企業用の一方のみに対する質問 
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2 アンケート調査結果概要 

働き方改革・担い手確保等の取組について 

問 1(1)：人材確保の状況について（括弧内は建設関連業アンケート質問番号。以下同じ） 

問 1-1(1-1) 現在の貴社の人材確保状況について、一つお選びください。 

【建設企業】 

・89%の企業が人材不足の状況にある。 

【建設関連企業】 

・77%の企業が人材不足の状況にある。 

  

 

問 1-2(－) 技術者や技能労働者の不足に、

どのように対応されていますか。 

 

【建設企業】 

・169 社（53%）が「工事の受注量を制限

している」と回答し、工事の受注に支障

が出ている。 

 

問 1-3(1-2) 人材確保の見込みについて、一つお選びください。 

【建設企業】 

・「既に問題となっている」が 50%、「今後

不足が懸念される」が 43%と、人材確保

が困難な状況にある。 

【建設関連企業】 

・「既に問題となっている」が 48%、「今後

不足が懸念される」が 42%と、人材確保

が困難な状況にある。 
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一人が複数の現場を兼任

することにより対応している

非正規労働者の雇用で対
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足りない時期のみ季節労働

者の雇用で対応している

その他

(N=321)

当面問題な

い見込み
20
6%

今後、不足

が懸念され

る
137
43%

確保できず

既に問題と

なっている
162
50%

無回答
2

1%

(N=321)

当面問題

ない見込

み

11件
10%

今後、不足

が懸念さ

れる

45件
42%

確保でき

ず既に問

題となって

いる

51件
48%

(N=107)
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問 1-4(－) 採用の対象者として考えられる選択肢を全てお選びください。 

【建設企業】 

・「同業種で実務経験のある者」が 92%と、

大半の企業が即戦力を必要としている。 

【建設関連企業】 

・「同業種で実務経験のある者」が 90%と、

大半の企業が即戦力を必要としている。 

  

 

問 1-7(1-5) 女性技術者等(事務職を除く)の採用状況について、一つお選びください。 

【建設企業】 

・「採用していない」が 78%と、女性技術

者等の採用が進んでいない。 

【建設関連企業】 

・「採用している」が 71%と、女性技術者

の採用が比較的進んでいる。 

  

 

問 1-8(1-6) 女性技術者等の今後の採用予定について、一つお選びください。 

【建設企業】 

・76%の企業が今後の女性技術者等の採用

を検討している。 

【建設関連企業】 

・94%の企業が今後の女性技術者等の採用

を検討している。 
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採用してい

る
68

21%

採用してい

ない
250
78%

無回答
3

1%

(N=318)

採用してい

る

76件
71%

採用してい

ない

31件
29%

(N=107)

今後積極的

に採用した

い
64

20%

積極的では

ないが、希

望・条件が

合えば採用

する
180
56%

今のところ

採用する予

定はない
75

23%

無回答
2

1%

(N=319)

今後積極

的に採用

したい

43件
40%

積極的で

はないが、

希望・条件

が合えば
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58件
54%

今のところ

採用する

予定はな

い

6件
6%
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問 2：週休２日の取組について（建設企業のみ） 

問 2-1(－) 週休 2 日の取組状況について、

一つお選びください。 

問 2-2(－) 週休 2 日の今後の取組予定に

ついて、一つお選びください。 

・「まだ取り組んでいない」が 56%と、週

休 2 日の取組は半数に達していない。 

・積極さは異なるが、87%の企業が今後の

週休 2 日の実施を予定している。 

  

 

問 2-3(－) 札幌市発注工事において、原則

全ての工事を週休 2 日の対象とすることに

ついてどう思いますか。 

問 2-6(－) 建設業全体が週休 2 日の取組

を推進していくために、何が必要と考えま

すか。（複数回答） 

・全体の 64%が、何らかの形での週休 2 日

の導入に賛成している。 

・84%の企業が「給与形態や労務単価、経

費率の見直しなど」が必要と回答。 

  

 

問 2-7(－) 下請の立場として、元請け業者

が週休 2 日に取り組むことについて、どの

ように考えますか。 

 

・回答のあった 199 社のうち 66%の企業

が、「工事発注者が経費を上乗せする」「下

請業者にしわ寄せが生じないための配慮

や対策」と回答している。 

 

これまでに

取り組んだ

現場がある
139
43%

まだ取り組

んでいない
179
56%

無回答
3

1%

(N=318)

全ての現場

で実施する

予定
3

1%

現場条件次

第である

が、基本は

実施する予

定
106
33%

発注機関が設定する週

休２日対象工事は積極

的に実施する予定
79

24%

積極的ではな

いが、他企業

の取組状況を

見て実施を検

討予定
93

29%

実施を考え

ていない
25
8%

その他
12
4%

無回答
3

1%

(N=318)

賛成
102
32%

受注者希望

型には賛成
55

17%

発注者指定

型には賛成
46

15%

どちらでもな

い
65

20%

発注者指定

型には反対
19
6%

受注者希望

型には反対
1

0%

反対
33

10%

(N=321)
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と

その他

(N=317)
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問 3(2)：入職者の確保に向けた取組について 

問 3-1(2-1) 入職者確保に向けて実施している取組について、全てお選びください。 

【建設企業】 

・「ハローワークや求人情報サイト等への

求人の登録」が 90%で最多である。 

【建設関連企業】 

・「ハローワークや求人情報サイト等への

求人の登録」が 84%で最多である。 

  

 

問 3-2(2-2) 入職者確保に向けて今後実施したい取組について、全てお選びください。 

【建設企業】 

・「ハローワークや求人情報サイト等への

求人の登録」が 70%で最多である。 

【建設関連企業】 

・様々な取組が併用されている状況であ

る。 

  

 

問 3-3(2-3) 入職者確保の取組を進めるうえで困っていることを、全てお選びください。 

【建設企業】 

・「地元建設業に就職を希望する若者や学

生が少ないと思われる」「建設業に良く

ないイメージを持っている」が多い。 

【建設関連企業】 

・「建設コンサルタント業界に就職を希望す

る若者や学生が少ないと思われる」が

88%で最多である。 
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問 4(3)：就業環境の整備・改善について 

問 4-1(3-1) 就業環境の整備や改善の取組状況について、一つお選びください。 

【建設企業】 

・71%の企業が就業環境の整備・改善に取

り組んでいる。 

【建設関連企業】 

・84%の企業が就業環境の整備・改善に取

り組んでいる。 

  

 

問 4-2(3-2) 就業環境の整備や改善に向けた取組内容について、全てお選びください。 

【建設企業】 

・「休日の確保」「給与水準の引き上げによ

る処遇改善」「時間外労働の縮減」に取り

組んでいる企業が多い。 

【建設関連企業】 

・「時間外労働の縮減」「休日の確保」に取

り組んでいる企業が多い。 

  

 

問 4-4(3-4) 就業環境の整備に取り組むために必要なことを、全てお選びください。 

【建設企業】 

・「経営基盤の安定」が最も多い。 

【建設関連企業】 

・「経営基盤の安定」「計画的な業務履行に

向けた発注者の協力」が多い。 

 

 

取り組んで
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たいができ

ない
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特に取り

組むつもり
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(問 4)：就業環境の改善及び業務成果の品質向上に向けた受発注者間の具体的な取組につい

て（建設関連企業のみ） 

(問 4-1) 業務の履行期限の平準化に向け

た取組について、該当するものを全てお選

びください。 

(問 4-2) 技術力を評価する業務の発注方

法について、該当するものを全てお選びく

ださい。 

・「全ての業務で極力早い時期の発注を希

望する」「適正な履行期間の確保を目的と

した標準履行期間での発注を希望する」

「前年度からの発注についても検討して

ほしい」「標準履行期間よりも長めの工期

の設定を希望する」の回答が多い。 

・「総合評価を導入し、多角的な評価項目

に」が最も多い。 

  

 

(問 4-3) 就業環境の改善につながる次の

取組のうち、本市において重点的に実施す

べき項目について、該当するものを全てお

選びください。 

(問 4-4) 本市の設計業務等の内容や業務

担当者等の連絡体制や協議状況を考慮した

場合、実施に手間が煩雑となる項目があれ

ば、全てお選びください。 

・「条件明示の徹底」が最も多い。 ・「業務確認会議」と「業務スケジュールの

適切な管理」がやや多い程度。 
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問 5(5)：i-Construction の取組について 

問 5-1(5-1) 貴社において、i-Construction の取組を実施していますか。 

【建設企業】 

・「取り組んでいる」企業は 11%のみ。 

【建設関連企業】 

・「取り組んでいる」企業は 43%。 

  

 

問 5-3(5-3) i-Construction に取り組めない、取り組まない理由について、該当するも

のを全て選んでください。 

【建設企業】 

・「市街地の規模の小さい工事では適用で

きる場面がない」が最も多い。 

【建設関連企業】 

・「3 次元モデルなどを適用できる場面が少

なく、効果を発揮できない」が最も多い。 

  

 

問 5-4(5-4) i-Construction に取り組むために必要なものを、全て選んでください。 

【建設企業】 

・「市街地の規模の小さい工事で適用でき

る新技術の導入」が最も多い。 

【建設関連企業】 

・半数ほどの企業がその他を除く 3 つの回

答を回答している。 
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16

4

3

0 10 20 30 40

3次元化などの導入費用を確保できな

い

3次元化などの新しい技術を扱える人

材が確保できない

3次元モデルなどを活用できる場面が

少なく、導入しても効果を発揮できない

業務で実施した場合でも効率化につな

がらない

そもそも必要性を感じない

その他

(N=107)

61

130

63

89

77

63

14

0 50 100 150

ＩＣＴ活用工事の発注の増加

市街地の小規模工事で適用で

きる新技術の導入

維持工事におけるＩＣＴの導入

ＩＣＴ建機の導入費用に対する

助成制度の拡充

業界全体での機運の高まり

取り組むつもりはない

その他

(N=297)

55

50

51

5

0 10 20 30 40 50 60

ICT活用工事やBIM/CIM活

用業務の件数増加

業界全体での機運の高まり

導入費用に対する助成の

充実

その他

(N=100)
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問 7(－)：働き方改革や担い手確保等の取組を推進する方策について（建設企業のみ） 

問 7-1(－) 働き方改革や担い手確保等の取組を進めるために、問 3-4 の項目を除き、札

幌市に対して、どのような対応や施策を望みますか。 

・回答した企業のうち 80%以上の企業が、「適切な予定価格と工期の確保」及び「従業

者の賃金水準引き上げにつながる単価・経費率等の見直し」を望んでいる。 

 

 

問7-2(－) 次の中で各企業が取り組まなければならないと考えていることがありました

ら、該当するものを全てお選びください。 

・「就業環境の改善」と回答した企業が全体の 76%と最も多い。 

 

 

 

  

260

132

102

256

24

94

166

57

6

7

6

0 50 100 150 200 250 300

適切な予定価格と工期の確保

適正な労働時間確保を目的とした発注者指

定型による週休２日工事の実施

将来の事業量見込みの提示

従業者の賃金水準引き上げにつながる単価・

経費率等の見直し

i-Construction の推進

企業の取組に対する助成制度の拡大などの

支援強化

地元企業への受注機会の確保

建設業のPR

特に望むものはない

わからない

その他

(N=304)

162

234

61

173

150

90

94

77

62

54

8

5

0 50 100 150 200 250

週休２日の導入

就業環境の改善

インターンシップの実施

福利厚生の充実

生産性の向上の取組

建設機械・設備への投資

建設業のＰＲ

採用に向けた各企業のＰＲ

経営規模の拡大

ホームページやＳＮＳ等を用いた情報発信

特になし

その他
(N=307)
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助成制度の活用状況について 

問 8(－)：女性トイレ及び更衣室の設置への助成について 

問 9(6)：女性作業服等の装備品の購入に対する助成について 

問 10(7)：企業のインターンシップ受入れに対する助成について 

問 11(－)：大型特殊免許取得に関する費用の助成について 

問 12(－)：サッポロ QMS の認証取得費用の助成について 

問 8～12(6～7)-1 この助成制度を知っていますか。 

【建設企業】 

・「企業のインターンシップの受入れへの

助成」と「女性用トイレ及び更衣室の設

置への助成」は半数以上の企業が知って

いる。 

【建設関連企業】 

・「企業のインターンシップの受入れへの

助成」の認知が 31％、「女性作業服等の

装備品の購入への助成」の認知は 12％に

とどまる。 

 

 

 

問 8～12(6～7)-2 この助成制度を活用したことがありますか。 

【建設企業】 

・最も高い「大型特殊免許取得にかかる費

用への助成」の活用率でさえ 10％で、助

成制度がほとんど活用されてない。 

【建設関連企業】 

・「企業のインターンシップの受入れへの

助成」の活用率でさえ 10％未満で、助成

制度がほとんど活用されていない。 

 

 

 

 

 

169

98

208

119

124

148

219

108

190

192

4

4

5

12

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性用トイレ及び更衣室の設

置への助成

女性作業服等の装備品の購

入への助成

企業のインターンシップ受け

入れへの助成

大型特殊免許取得にかかる

費用への助成

サッポロQMS認証取得費用へ

の助成

知っている 知らなかった 無回答

(N=321)

13

34

91

71

3

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性作業服等の装備品の

購入への助成

企業のインターンシップ受

入れへの助成

知っている 知らなかった 無回答

(N=107)

19

5

22

32

9

295

311

293

274

306

7

5

6

15

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性用トイレ及び更衣室の設

置への助成

女性作業服等の装備品の購

入への助成

企業のインターンシップ受け

入れへの助成

大型特殊免許取得にかかる

費用への助成

サッポロQMS認証取得費用へ

の助成

活用したことがある 活用したことがない 無回答

(N=321)

9

104

95

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性作業服等の装備品の

購入への助成

企業のインターンシップ受

入れへの助成

活用したことがある 活用したことがない 無回答

(N=107)
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問 8～12(6～7)-3 今後、この助成制度を活用したいと思いますか。 

【建設企業】 

・どの助成制度に対しても40％以上の企業

が活用したいと回答している。 

【建設関連企業】 

・2 つの助成制度に対して半数前後の企業

が活用したいと回答している。 

 

 

 

問 8-4(－) 女性用トイレ及び更衣室の設

置への助成制度に要望することについて、

該当するものを全てお選びください。（建設

企業のみ） 

 

・半数以上が「女性用トイレだけでなく男

性が使用するトイレ(快適トイレ)の設置

にも適用」を要望している。 

 

問 9-4(6-4) 女性作業服等の装備品の購入への助成制度に要望することについて、該当

するものを全てお選びください。 

【建設企業】 

・「対象労働者 1 名につき 3 万円の上限額

の引き上げ」に対する要望が最も多い。 

【建設関連企業】 

・「対象労働者 1 名につき 3 万円の上限額

の引き上げ」に対する要望が最も多い。 

  

151

135

146

138

159

173

165

163

11

13

10

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性用トイレ及び更衣室の設

置への助成

女性作業服等の装備品の購

入への助成

企業のインターンシップ受け

入れへの助成

大型特殊免許取得にかかる

費用への助成

活用したい 活用は考えていない 無回答

(N=321)

57

52

47

52

3

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性作業服等の装備品の

購入への助成

企業のインターンシップ受

入れへの助成

活用したい 活用は考えていない 無回答

(N=107)

65

54

156

111

11

0 50 100 150 200

上限額の引き上げ

追加設置の場合の設置数、助

成額（１箇所のみ、25 万円を上

限）の引き上げ

女性用トイレだけではなく男性

が使用するトイレ（快適トイレ）

の設置にも適用

特に要望はない

その他

(N=294)

84

62

57

170

9

0 50 100 150 200

対象労働者１名につき３万円

の上限額の引き上げ

対象事業主に対する15 万円の

上限額の引き上げ

対象の拡大

特に要望はない

その他

(N=294)

23

18

17

56

1

0 10 20 30 40 50 60

対象労働者１名につき３万円の

上限額の引き上げ

対象事業主に対する15 万円の

上限額の引き上げ

対象の拡大

特に要望はない

その他

(N=95)
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問 10-5(7-5) インターンシップの実施による入職者の確保や離職防止の効果について、

該当するものを全てお選びください。 

【建設企業】 

・「不安の解消につながる効果がある」「離

職防止につながる効果がある」「入職者を

増やす効果がある」の回答が多い。 

【建設関連企業】 

・「不安の解消につながる効果がある」「離

職防止につながる効果がある」「入職者を

増やす効果がある」の回答が多い。 

  

 

問 10-6(7-6) (H29 以降にインターンシップ未実施の企業に対して)実施内または実施

できない理由は何ですか。 

【建設企業】 

・「受入するための準備の負担が大きい」ほ

か様々な理由が挙げられている。 

【建設関連企業】 

・「業務に支障が生じる」「受入するための

準備の負担が大きい」の回答が多い。 

 

 

 

166

102

133

66

14

11

0 50 100 150 200

就業体験により就業環境や実際の仕

事の内容を理解できるため、不安の解

消につながる効果がある

建設業の企業への入職者を増やす効

果がある

就業環境や仕事を理解して就職する

ため、就職してからのギャップが生じ

にくくなり、離職防止につながる効果

がある

効果はあると思うが、実施することの

負担の大きさに比べると少ない

効果はない

その他

(N=275)

66

37

54

21

4

3

0 10 20 30 40 50 60 70

就業体験により、就業環境や実際の

仕事の内容を理解できるため、不安の

解消につながる効果がある

建設業及び建設技術サービス業の企

業への入職者を増やす効果がある

就業環境や仕事を理解して就職する

ため、就職してからのギャップが生じに

くくなり、離職防止につながる効果があ

る

効果はあると思うが、実施することの

負担の大きさに比べると少ない

効果はない

その他

(N=94)

75

104

42

68

73

54

57

10

0 20 40 60 80 100 120

受入に伴って、現場の技術者等が対

応するため、現場に支障が生じる

受入するための準備の負担が大きい

人だけではなく、受入そのものや工事

現場の進捗の遅れによる費用負担が

大きい

募集しても人が集まらない

研修に適した現場が無い

自分の企業において学生等にＰＲでき

る取組を行っていない

実施したとしても採用に結びつくとは

考えにくい

その他

(N=243)

32

28
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15

12

7

0 5 10 15 20 25 30 35

受入に伴って技術者等が対応

するため、業務に支障が生じる

受入するための準備の負担が大きい

募集しても人が集まらない

自分の企業において学生等に

PRできる取組を行っていない

実施したとしても採用に

結びつくとは考えにくい

その他

(N=67)
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問 10-7(7-7) 本市のインターンシップ助成制度に要望することについて、該当するもの

を全てお選びください。 

【建設企業】 

・要望があった中では「研修期間が 3 日以

上のものが助成対象となっているが、緩

和してほしい」が最も多い。 

【建設関連企業】 

・要望があった中では「1 回当たりの負担

が大きいことから、助成額を増やして欲

しい」が最も多い。 

  

 

問 11-4(－) 大型特殊免許取得に係る費用

の助成に要望することについて、該当する

ものを全てお選びください。（建設企業の

み） 

 

・「車両系建設機械運転技能講習への対象

拡大」が最も多い。 

 

問 12-3(－) 今後、この制度を活用し

サッポロ QMS の認証を取得したいと

思いますか。（建設企業のみ） 

問 12-4(－) サッポロ QMS の認証取得費用の

助成に要望することについて、該当するものを

全てお選びください。（建設企業のみ） 

・26％の企業が制度を利用した認証を

考えたいと回答。 

・「ISO 若しくはサッポロ QMS の認証取得を入

札参加資格とする工事の発注件数を増やす」

が最も多い。 

 

 

45

50

67

173

4

0 50 100 150 200

年度内に助成を受けられる回数が１

回のみであるため、回数を増やして欲

しい

１回当たりの負担が大きいことから、

助成額を増やして欲しい

研修期間が３日以上のものが助成対

象となっているが、緩和して欲しい

特に要望はない

その他

(N=287)
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62

1

0 10 20 30 40 50 60 70

年度内に助成を受けられる回数が１回

のみであるため、回数を増やして欲し

い

１回当たりの負担が大きいことから、助

成額を増やして欲しい

研修期間が３日以上のものが助成対

象となっているが、緩和して欲しい

特に要望はない

その他

(N=100)

60

47

122

78

123

7

0 50 100 150

二次下請業者への対象拡

大

臨時雇用者への対象拡大

車両系建設機械運転技能

講習への対象拡大

大型自動車免許取得への

対象拡大

特に要望はない

その他

(N=286)

ISO9001の

認証を取得

しているた

め不要
91

28%

既にサッポ

ロQMSの認

証を取得し

ているため

不要
22
7%

今後サッポ

ロQMSの認

証取得を考

えたい
25
8%

工事の受注につ

ながるのであれ

ばサッポロQMS

の認証取得を考

えたい
59

18%

特に考えて

いない
106
33%

無回答
18
6%

(N=321)
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34
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35

173

7

0 50 100 150 200

補助率２分の１の引き上げ

助成限度額25 万円の引き上げ

更新に要する費用の助成

ＩＳＯ若しくはサッポロＱＭＳの認証取得を入

札参加資格とする工事の発注件数を増やす

総合評価落札方式での評価項目としている

型式による発注

特に要望はない

その他

(N=291)
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問 13(－)：その他の助成制度の活用状況について（建設企業のみ） 

問 13-1(－) 問 8～12 の助成制度以外に活

用している助成制度の有無について、一つ

お選びください。 

問 13-4(－) 今後、助成制度を活用するた

めには何が必要と考えますか。 

・「助成制度があることを知っているが、活

用したことがない」が 43％と、最も多い。 

・回答企業の 76％が「助成制度に関する情

報の集約や周知」を必要と回答。 

  

 

その他について 

問 14(－)：入札契約制度について（建設企業のみ） 

問 14-1(－) 一般競争入札において、くじ

引きが多発することについてどのように考

えますか。 

問14-2(－) 平成28～30年度までの間に、

札幌市が発注する工事の入札参加状況につ

いて、該当するものを一つ選んでください。 

・「競争の結果であるためやむを得ない」と

「くじ引きの緩和を図るべき」が拮抗。 

・「総合評価落札方式の工事に参加したこ

とがある」企業は 46％になる。 

  

 

問 14-3(－) (問 14-2 のイと回答した企業

に対して)総合評価落札方式に参加しない

理由について、該当するものを全てお選び

ください。 

 

・「技術評価点の加点が少なく落札できな

いと考えるため」が回答企業の約 59％に

及ぶ。 

 

これまで活

用したことの

ある助成制

度がある
63

20%

活用できる助成制度があ

ることは知っているが、活

用したことはない
140
43%

活用できる

助成制度が

あることを知

らない
106
33%

無回答
12
4%

(N=321)
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70
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97

24

4

0 50 100 150 200 250

助成制度に関する情報の集約

や周知

制度を実際に活用している企

業に関する情報の発信

各助成制度を紹介したホーム

ページへのリンク集の提供

勉強会やセミナーなどによる助

成制度の紹介

特に必要なものはない

その他

(N=292)

くじ引きの緩和

を図るべき
142
44%

競争の結果

であるためや

むを得ない
143
45%

その他
19
6%

無回答
17
5%

(N=321)

ア:「総合評価落札

方式」の工事に参

加したことがある
146
46%

イ:アはないが、「価

格のみの一般競争

入札の工事」には参

加したことがある
119
37%

ウ:その他
32

10%

無回答
24
7%

(N=321)

17

65

23

43

10
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評価項目が多いため

技術評価点の加点が少なく

落札できないと考えるため

提出書類が多いため

対象工事が少ないため

その他

(N=111)
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資料 4 主な意見・要望（意見交換会、検討委員会等） 

 

前述した意見交換会や検討委員会、アンケート調査から得られた主な意見や要望等につい

て、意見の分類毎に記載します。 

 

建設産業のイメージアップやステータスの向上に関する意見等 

・従業者の賃金水準引き上げにつながる単価・経費率等の見直し／手取り給与の増加 

・技能者に対する札幌市独自のランク別労務単価の採用 

・資格取得に対する奨励制度の創設 

・専門技術サービス業としての官民一体となった技術力の向上やステータスの向上 

・除雪オペレーターの地位向上（労働に対して報われる環境づくり） 

・若い人が建設業に入職したいと思ってもらえる作業着の導入によるイメージの変化 

・土木構造物に工事関係者の名前を刻むため銘板設置等 

・若者の雇用に向けた週休２日の導入 

 

建設産業の PR 方法に関する意見等 

・建設 PR マンガ・動画の作成、デジタル媒体やプッシュ型での情報発信など、情報発信

方法の工夫 

・高校生・大学生対象の現場見学会やインターンシップ等の実施 

・建設産業 PR イベントの実施や参加（赤レンガプロジェクト札幌、建設産業ふれあい展、

公共建築の日への参加など） 

・子供向け職業体験テーマパークの誘致 

・札幌市主催の就職合同説明会の開催 

・札幌 UI ターン就職センターを活用した PR の推進 

・一般紙にも取り上げられる大規模かつインパクトのある取組の実施 

・小中学校教育における建設産業の単元化や関係副読本の作成など、教育分野との連携 

・市教育委員会など、他の機関と連携した建設産業の PR の推進 

・企業紹介や求人情報の札幌市 HP への掲載 

・建設産業 PR の取組への支援や助成・新入社員の合同研修会、再教育セミナー、建設技

術の研修会などの開催 

 

幅広い対象への PR に関する意見等 

・（工業高校や農業高校に加えて）建設産業と関連のある学部学生への PR（札幌市立大学

デザイン学部など） 

・普通科高校等への建設産業の PR 

・若手社員の意見交換会等の実施による同世代技術者・技能者の交流の場の提供 

・（女性の担い手確保等の参考になる）ワークライフバランスに関する講演会の実施 

・保護者への働きかけ（子供への影響が強すぎると離職率が高くなることに留意が必要） 

 

週休 2 日の導入に向けた柔軟な工期設定・見直しなどに関する意見等 

・週休 2 日制に対応した余裕のある工期の設定 

・冬期にかからないための工期設定、早期発注／降雪などに対応した柔軟な工期設定 

・突発的な災害対応が発生した場合の工期等の柔軟な運用（延期・延長） 
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週休 2 日導入に向けた賃金等の見直しや支援に関する意見等 

・週休 2 日の導入に対する必要経費の確保、日給制労働者の賃金低下対策 

・（週休 2 日実施による）従業員の所得減少を招かないための労務単価・経費率の見直し、

雇用形態の変更などの対策、所得補償 

・会社を継続させるための利益の確保 

・中小企業が週休 2 日を実現できるためのスタートアップの支援 

・除雪オペレーターの交代要員の確保、作業従事者の安定的な休日の確保 

・除雪オペレーターの休日出動時の割増賃金の設定、最低月額補償プラス歩合制の導入 

 

週休 2 日の導入が難しい現場等への配慮に関する意見等 

・週休 2 日が適さない現場や土曜や日曜日にしかできない作業への配慮 

・従来の変形労働時間の対応との折り合い 

・積雪寒冷地では施工時期の週休２日は難しい 

・降雪がある中での除雪作業者の休日の確保 

・週休 2 日について日給制が多い技能労働者の問題点を明確にする必要性 

 

週休 2 日の導入・拡大に向けた業界全体での取組に関する意見等 

・札幌市発注全工事での受注者希望型の週休 2 日制工事の導入 

・建設産業全体としての 4 週 8 休制の確立、環境整備の継続（必要諸経費の計上含む） 

・夜間工事の減、土日工事の中止 

・民間工事も含めた業界全体での週休 2 日への対応（休日に民間に労働者が流れる） 

・民間発注工事への行政指導の実現に向けた国への申し入れ 

・受発注者協議によるワークライフバランスの改善に向けての施策の推進・強化 

・週休 2 日制の業界全体でのアピール 

 

生産性向上や作業効率化に関する意見等 

・2 次製品の活用などの効率化 

・計画的な実施などの考え方を取り入れた除雪作業への移行 

・生活道路の除雪作業の昼間施工の実施／排雪方法の見直し 

・書類の簡素化など工事の効率化等の実施 

・発注者の設計図書の 3 次元対応 

・設計図面の手戻り削減 

・夏場の作業時間拡大などの柔軟な対応 

・条件明示の徹底や業務確認会議の実施 

・週末の作業につながらないウィークリースタンスの徹底 

・生産性向上と品質向上に資する新たな事業推進形態（建設コンサルタントが担う事業促

進 PPP、監理業務（PM・CM 等））の拡大 

・現場技術・施工管理業務の発注 

 

施工時期及び業務履行期間の平準化の推進に関する意見等 

・ゼロ市債や繰越等を柔軟に活用した早期発注 

・GW 前など、受注後すぐに仕事ができるような体制の構築 

・業務の集中を防ぐための履行期間の長期化 

・除雪業者の夏場工事の安定的な受注／除雪も含めた通年での工事の平準化 

・（品確法の理念に沿った）業務の平準化などの対応 

・人手不足が続く中で、平準化により受注者の能力を最大限利用できる環境整備が必要 
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担い手不足が招く問題などに関する意見等 

・建設産業の担い手不足による災害対応やインフラ整備への影響 

・特殊な技能を持つ技術者・技能者が辞めることによる工事進捗への影響 

・若手社員の確保・育成不足による技術の継承への影響 

・学齢別人口の縮小に伴う建設技術を学ぶ高校生、大学生の減少 

・有効な求人ツールが見つかっていない 

・中小企業では求人を出しても集まらない 

・新たな取組を実施するには負担が大きく取り組めるだけの経営基盤がない 

・職場内部での人間関係の難しさや発注者との人間関係の難しさ 

 

担い手確保に向けた取組の実施に関する意見等 

・建設コンサルタントからの札幌市中途採用の中止・抑制 

・施工管理技士の資格取得条件の緩和を国に要請 

・除雪講習会や若手オペレーターを対象とした研修の実施／運転技術等の講習や現場体

験の実施 

・除雪オペレーターの通年雇用に向けた夏場の業務の確保 

・離職者に対する意識調査の実施 

・ローカルマッチプロジェクト事業の拡充（継続な支援が受けられる制度への移行） 

・若者全体に通じる、職場で疎外感を感じてしまうという気持ちの解消につながる取組 

 

女性にとっても働きやすい環境づくりの推進 

・女性にとって働きやすい環境づくり 

・保育所の充実などの子育て環境を向上させる総合的な施策 

・結婚や出産を含めて長く続けていくことへの不安の解消 

・女性の特性を考慮した、建設産業における女性の活躍の余地の検討 

・男性と同様に女性技術者が経験を積む機会の確保 

・働く女性が困った際の相談窓口の設置 

・（女性雇用の経験がほとんどない）企業が女性を活用する際の相談窓口の設置 

・建設業で働く女性は現場の技術職員だけではないという広い視点が必要 

・性別に関係なく、一人の人として活躍を支援 

 

外国人技術者の受入に向けた環境づくりに関する意見等 

・外国人研修生の日本語教育、技能教育を集団でできる場づくり 

・外国人技術者受入れの体制づくり（講習会の開催、制度の改正、ブローカーの推奨等） 

・札幌市国際プラザの札幌市在住外国人データベースを利用した人材確保 

・外国人活用に伴う日本人の給料抑制の懸念への対応 

 

従業員の高齢化への対応に関する意見等 

・従業員の高齢化への対応（介護離職などを防ぐための在宅勤務の推進など） 

・50 代、60 歳代のシニア世代を戦力として活躍してもらうための仕組の検討 

 

中長期的な事業量の確保 

・財政的なボリュームを持った（札幌市の）公共投資に関する長期計画の提示 

・安定的な事業量の確保と技術者単価の継続的な引き上げ 
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適正な予定価格の設定 

・受注者が適正な利益を確保するために、最低制限価格や委託労務費の下限の引き上げ 

・安定的な事業量の確保と技術者単価の継続的な引き上げ 

・実態に即した歩掛・積算体系への改善及び整備 

・建設機械の経費の実態に即した歩掛の見直し、札幌市独自歩掛の検討 

・確実・適切な設計変更 

 

入札制度の見直し 

・安定発注に向けたくじ引きの見直し／総合評価方式の導入拡大 

・総合評価方式における一括審査方式の有効活用・拡大 

・一括審査方式の評価項目の見直し 

・同一業者の複数落札の回避 

・技術的評価項目の採用・増加、技術提案の導入 

・工事の種類（難易度）等によって評価項目を特化した入札の導入 

・技術と経営に優れた建設企業が伸びていく市場環境に加えて、将来に向けた積極的な取

り組みをしている企業が伸びる環境を作っていくという発想 

 

人材確保・育成に取り組む企業を評価する入札制度 

・人材育成型の総合評価の導入拡大 

・総合評価方式における若手育成、女性登用に資する型式の拡充 

・若手技術者・女性技術者の活用・育成のための入札・契約制度の工夫改善の推進 

・女性技術者を現場に置くことを入札参加資格条件とするなどの制度の検討 

・外国人の雇用を評価する仕組みの導入 

・若者が多い企業ほど仕事が取れるようになる取組 

 

地元企業等の受注機会の確保 

・地元企業への受注機会の確保 

・除雪機械の保有台数等による加点の差別化 

・品格法改正により災害協力の連携も大きな位置づけとなっていることも踏まえた企業

連携(道外大手企業も含む)、協定連携への検討 

 

下請契約等の適正化に関する取組 

・元請業者による、週休 2 日制の経費上乗せ分の下請けの設計変更対応 

・下請け業者にしわ寄せが生じないための配慮や対策 

・下請の立場では法定福利費などがもらえるようにするための札幌市によるチェック 

 

生産性向上につながる i-Construction の推進に向けた市による支援 

・一人乗り除雪機械による施工（のスピードアップ） 

・札幌市内の小規模な工事現場での利用が可能な新い技術の開発 

・受注者・発注者双方が同じ目標を持って取り組むためのロードマップの作成 

・ICT 活用工事や BIM/CIM 活用業務の件数増加と計画的な見通し 

・ICT や BIM/CIM の導入費用に対する助成制度の充実・拡充 

・ICT 施工等への経費増などの支援強化 

・ICT 機器使用時の工事評点の加点 
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生産性向上につながる i-Construction の推進に向けた企業等の取組 

・建設コンサルによる、ICT 施工や BIM/CIM の導入 

・ICT 導入に対応した人員の確保、技術力向上 

 

建設産業の活性化に資する助成制度の創設・拡充に関する意見等 

・助成制度に関する情報の集約や周知（事例紹介） 

・助成制度や支援制度の PR 及び手続きの簡素化 

・職業学科進学に特化した奨学金制度等の創設 

・奨学金返済義務のある就業者への一定期間の奨学金返済助成の創設 

・若手職員への専門技術を学んでもらう教育費用や資格受験費用等に対する助成の創設 

・（除雪機械や建設機械の運転・整備等を目的とする）専門学校の設置／学費の助成 

・学生のインターンシップ受入れの助成の拡充、支給条件の見直し（日数の短縮） 

・大学への新規採用合同説明会参加、マイナビの活用等への助成の適用拡大 

・大型特殊免許取得に関する助成金の助成枠の拡充 

・（制度利用後一定期間の在籍を前提とした）免許取得補助の拡充 

・工事現場の女子トイレ、更衣室等の整備促進の助成制度の拡充 

・対象が団体だけに限定されている助成制度の個別企業への対象拡大 

・設備の老巧化等への対策促進に向けた設備投資を対象とする助成制度の拡充 

 

建設産業の発展に向けた横断的な取組の実施に関する意見等 

・市の上位計画、関連計画との関係の整合性が必要（札幌市産業振興ビジョン等）。 

・建設局だけのプランではなく、オール札幌市の問題だと認識した取組が必要 

・業界全体としての事業継承や人員確保の取組 

・雑踏警備や交通安全の部分で関りを持つガードマン関する内容のプランへの反映 

 

活性化プランに対する意見等 

・策定中のアクションプランを上位計画に位置付けた上で、建設事業費の確保 

・予算措置や評価（KPI～業績評価指標）等の具体的な進め方の整理 

・品確法改正を踏まえた整理。技術力による担い手確保の位置付け 
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資料 5 パブリックコメントの実施 

 

1 パブリックコメントの概要 

札幌市では、「さっぽろ建設産業活性化プラン」に市民の意見を反映するため、「さっぽ

ろ建設産業活性化プラン(案)」の公表とパブリックコメントを実施しました。 

 

１ 実施概要 

(1)意見募集期間 

2020 年３月３０日（月）から４月２８日（火）【３０日間】 

 

(2)資料の配布・閲覧場所 

・札幌市役所 建設局土木部業務課、市政刊行物コーナー 

・各区役所 総務企画課広聴係 

・各区まちづくりセンター 

・各区土木センター 

・札幌市ホームページ 

 

(3)周知方法 

・札幌市ホームページ 

・報道機関（新聞社） 

・広報さっぽろ（地上デジタルテレビ・データ放送及び「ｉさっぽろ」） 

 

 

 

2 パブリックコメントに対する意見の内訳 

（１）意見提出者数・件数 

   意見提出者数：５名 

   意 見 件 数：28 件 

（２）提出方法別内訳   

提出方法 郵送・持参 FAX 電子メール ホームページ 合計 

提出者数 ２ ０ ０ ３ ５ 

構成比 40% ０ ０ 60% 100% 
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（３）項目別内訳 

計画案の項目 件数 構成比 

第１章 プランの策定にあたって ４ 14％  

第２章 札幌市における建設産業の役割 ０ ０％  

第３章 札幌市の建設産業の現状と課題 ６ 21％  

第４章 プランの基本理念、基本方針及び目標 ０ ０％  

第５章 施策及び具体的取組 ８ 29％  

第６章 プランの推進にあたって ０ ０％  

資料編 １ ４％  

計画案全体に対する意見 ０ ０％  

その他 ５ 18％  

計画案と直接関係のない意見 ４ 14％  

合計 28 100％  

  ※構成比の値は四捨五入しているため、合計値が 100%にならない場合があります。 

 

（４）意見募集の結果 

  「意見の概要とそれに対する札幌市の考え方」は、建設局業務課（市役所本庁舎８階）

等に配架するとともに、ホームページで公開しています。 

  ※ホームページアドレス

http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/stn/kensetsusangyou/kasseikaplan.html 
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資料 6 建設業人材確保・育成支援事業 

 

１ 建設業人材確保・育成支援事業（4 つの助成事業） 
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資料 7 主な関連法令等 

 

１ 国土交通省「新・担い手３法（品確法と建設業法・入契法の一体改正）」 

２ 国土交通省「建設産業政策 2017+10 ～若い人たちに明日の建設産業を語ろう～」 

３ 北海道開発局「令和２年度 北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針」 

４ 北海道「北海道建設産業支援プラン 2018」 
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3 北海道開発局「令和 2 年度 北海道開発局建設業等の働き方改革実施方針」 
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４ 北海道「北海道建設産業支援プラン 2018」 

 


